廃棄物処理施設の立地（設置）の考え方に対する
パブリックコメントの実施結果について

１　意見募集期間
令和７年２月３日（月曜日）から３月４日（火曜日）まで

２　意見の件数等
(1) 意見をいただいた人数　　２人
(2) 意見の件数　　　　　　　３件
(3) 案に反映した意見の数　　０件

３　意見と市の考え方
	№
	意見の概要
	市の考え方
	反映したもの

	１　見直しに関する意見について

	1
	　資源リサイクル業を営む者にとっては、非常にありがたい見直しと考えます。
　国も従来の「作る・使う・捨てる」という縦型経済システムから脱却し、製品や素材、資源の価値を長く保全・維持し、リユースやリサイクルによって廃棄物の発生を最小化し、資源の消費に依存しない持続可能な経済発展をさせるサーキュラーエコノミー（循環型経済システム）へ移行しようとしています。
　その中で廃棄物処理施設は環境保全、市民の生活にとってなくてはならない社会インフラであります。
　しかしながら現行の厳しい指針等においては、立地が不可能となっておりますので、ぜひ見直し施策を進めていただきたいと考えます。
	　今回の見直しは、「プラスチックリサイクル施設」と「食品資源化施設」について、
施設の設置基準の緩和（敷地境界線からの距離など）を図り、資源物を可能な限り市域内で再生させる環境を整備するものです。
	

	2
	　適地を探している資源リサイクル業にとっては、立地の可能性が高くなる非常にありがたい見直しと思います。
　廃棄物処理施設の中には、周辺環境に多大な影響を及ぼすものから、単にその枠組みに入っているものなど様々で、一律規制に疑問がありました。そこを今回の見直し案では、市内環境保全と循環型社会への移行という世界的潮流を考慮された調和のある考え方だと思います。
　また、現行の「指導指針等」は条例とは異なりますので、厳しい制限を課していることには若干の疑問を感じていましたが、その点でも調和のある内容だと思います。
	今回の見直しは、「プラスチックリサイクル施設」と「食品資源化施設」について、
施設の設置基準の緩和（敷地境界線からの距離など）を図り、資源物を可能な限り市域内で再生させる環境を整備するものです。
	

	２　その他参考意見について

	３
	　区画整理事業の地区計画等においても、今回の見直しと同様な緩和の考え方を加味していただけたらありがたいと思います。
	　いただいた御意見につきましては、関係課と情報共有させていただきます。
	




４　お問合せ先
(1) 担当課名　環境事業課
(2) 連絡先　　046-225-2793

５　結果公開日
令和７年４月１日　公開
